
JP 4091121 B2 2008.5.28

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
曲げ加工ユニット（１０）と、挿入されるべき金属シート材部分（１４）を受け取るため
の送りテーブル（２２）を備えた充填装置（１２）と、送りテーブル（２２）上の金属シ
ート材部分（１４）を把持して第１の方向（Ｘ）に移動させ、第１の方向を横切って延び
る第２の方向（Ｙ）に移動させ、これら第１および第２の方向（Ｘ／Ｙ）により画定され
る平面に対し直角をなす回転軸（Ｄ）回りに回転させるマニピュレータ装置（３０）と、
曲げ加工ユニット（１０）への定められた挿入位置（１６，２０ａ－２０ｄ）に対する金
属シート材部分（１４）の位置を判別するために金属シート材部分（１４）の位置を検出
するセンサ（６６）と、金属シート材部分（１４）を取り扱うマニピュレータ装置（３０
）を制御するための制御装置（３８）であって、センサ（６６）により判別された金属シ
ート材部分（１４）の位置に基づき第１の方向（Ｘ）および第２の方向（Ｙ）への移動と
、回転軸（Ｄ）回りの回転とについてマニピュレータ装置（３０）を制御してマニピュレ
ータ装置（３０）が金属シート材部分（１４）を、正確に定められた挿入位置（１６，２
０ａ－２０ｄ）において曲げ加工ユニット（１０）に挿入するようにした制御装置（３８
）と、を具備した曲げ加工センタにおいて、金属シート材部分（１４）の位置座標を決定
するために、互いに定められた配置に切断することにより金属シート材部分（１４）にあ
らかじめ設けられた切り込みの縁部（８２，８４，８６）の複数の位置を、金属シート材
部分（１４）の挿入位置のための正確な基準点としてセンサ（６６）が検出するように、
制御装置（３８）によってセンサ（６６）および金属シート材部分（１４）を互いに他に
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対して移動可能にした曲げ加工センタ。
【請求項２】
マニピュレータ装置（３０）が金属シート材部分（１４）を取り扱うのに先立って制御装
置（３８）が該金属シート材部分（１４）の位置を確認するようにした請求項１に記載の
曲げ加工センタ。
【請求項３】
センサ（６６）を第１の方向（Ｘ）および第２の方向（Ｙ）に移動可能にした請求項１ま
たは２に記載の曲げ加工センタ。
【請求項４】
センサ（６６）をマニピュレータ装置（３０）上に配置して該マニピュレータ装置により
少なくとも一方向（Ｘ）に移動可能にした請求項３に記載の曲げ加工センタ。
【請求項５】
マニピュレータ装置（３０）が、送りテーブル（２２）上の金属シート材部分（１４）を
把持して第１の方向（Ｘ）に移動させる第１マニピュレータ（３２）と、金属シート材部
分（１４）が第１の方向（Ｘ）の移動した後に金属シート材部分（１４）を引き継いで第
２の方向（Ｙ）に移動させると共に、回転軸（Ｄ）回りに回転させる第２マニピュレータ
（３６）とを有する請求項１から４までのいずれか一項に記載の曲げ加工センタ。
【請求項６】
第１マニピュレータ（３２）が概ね第１の方向（Ｘ）に延びる長手方向側部（５６）にお
いて金属シート材部分（１４）を把持するようにした請求項５に記載の曲げ加工センタ。
【請求項７】
センサ（６６）が金属シート材部分（１４）のセンサに対面する一縁部領域（５６）の複
数の位置（８２，８４，８６）を検出するようにした請求項１から６までのいずれか一項
に記載の曲げ加工センタ。
【請求項８】
センサ（６６）を第１マニピュレータ（３２）上に配置して該第１マニピュレータにより
第１の方向（Ｘ）に移動可能にした請求項５から７までのいずれか一項に記載の曲げ加工
センタ。
【請求項９】
センサ（６６）が第２の方向（Ｔ）に移動可能であるようにセンサ（６６）を第１マニピ
ュレータ（３２）上に保持させた請求項８に記載の曲げ加工センタ。
【請求項１０】
第２の方向（Ｔ）におけるセンサ（６６）の位置を制御装置（３８）により制御可能にし
た請求項９に記載の曲げ加工センタ。
【請求項１１】
送りテーブル（２２）に対面する第１マニピュレータ（３２）の側部上にセンサ（６６）
を配置した請求項５から１０までのいずれか一項に記載の曲げ加工センタ。
【請求項１２】
金属シート材部分（１４）の形状に関するデータに基づきセンサ（６６）を制御装置（３
８）により位置決め可能にしてセンサが金属シート材部分（１４）の切り込み（８０ａ－
８０ｄ）の縁部（８２，８４，８６）を検出するようにした請求項１から１１までのいず
れか一項に記載の曲げ加工センタ。
【請求項１３】
センサ（６６）をフォーク状部材（７２）内に配置された光遮断式センサから形成し、縁
部（８２，８４，８６）を検出する間、金属シート材部分（１４）がフォーク状部材（７
２）と係合するようにした請求項１から１２までのいずれか一項に記載の曲げ加工センタ
。
【請求項１４】
金属シート材部分（１４）を曲げ加工センタの曲げ加工ユニット（１０）に導入する方法
であって、送りテーブル（２２）上において金属シート材部分（１４）がマニピュレータ
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装置（３０）により把持されて第１の方向（Ｘ）と、該第１の方向を横切って延びる第２
の方向（Ｙ）とに移動されると共に、第１および第２の方向により画定される平面に対し
直角に延びている回転軸（Ｄ）回りの複数の回転位置において曲げ加工ユニット（１０）
に挿入されるようになっている方法であって、曲げ加工ユニットへの定められた挿入位置
に対する金属シート材部分（１４）の位置座標をセンサ（６６）により検出し、金属シー
ト材部分（１４）を取り扱うマニピュレータ装置（３０）に、測定された位置座標に基づ
き第１および第２の方向（Ｘ／Ｙ）の移動と、回転軸（Ｄ）回りの回転とを修正せしめて
金属シート材部分（１４）が定められた挿入位置において曲げ加工ユニット（１０）に供
給されるようにした方法において、金属シート材部分（１４）の位置座標を決定するため
に、互いに定められた配置に切断することにより金属シート材部分（１４）にあらかじめ
設けられた切り込みの縁部（８２，８４，８６）の複数の位置を、金属シート材部分（１
４）の挿入位置のための正確な基準点としてセンサ（６６）が検出するように、制御装置
（３８）によってセンサ（６６）および金属シート材部分（１４）を互いに他に対して移
動させる方法。
【請求項１５】
金属シート材部分（１４）の位置座標を送りテーブル（２２）の領域内において判別する
請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
マニピュレータ装置（３０）が金属シート材部分（１４）を取り扱うのに先立って該金属
シート材部分の位置座標を測定する請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
金属シート材部分（１４）の位置座標を判別する間、センサ（６６）を該金属シート材部
分（１４）に対して移動させる請求項１４から１６までのいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
位置座標を測定する間、センサ（６６）をマニピュレータ装置（３０）により少なくとも
一方向（Ｘ）に移動させる請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
マニピュレータ装置（３０）の位置から、第１の方向（Ｘ）におけるセンサ（６６）の位
置を判別する請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
センサ（６６）をマニピュレータ装置（３０）により一方向（Ｘ）に移動させ、センサ（
６６）を自動的にかつ制御しつつ第２の方向（Ｙ）に移動させる請求項１７から１９まで
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
金属シート材部分（１４）を第１マニピュレータ（３２）により送りテーブル（２２）か
ら第１の方向（Ｘ）に遠ざけ、第２マニピュレータ（３６）により第２の方向（Ｙ）に移
動させると共に回転軸（Ｄ）回りに回転させる請求項１４から２０までのいずれか一項に
記載の方法。
【請求項２２】
金属シート材部分（１４）の切り込み（８０ａ－８０ｄ）を検出する請求項１４から２１
までのいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は曲げ加工ユニットと、挿入されるべき金属シート材部分を受け取るための送りテ
ーブルを備えた充填装置と、送りテーブル上の金属シート材部分を把持して第１の方向に
移動させ、第１の方向を横切って延びる第２の方向に移動させ、これら第１および第２の
方向により画定される平面に対し直角をなす回転軸回りに回転させるマニピュレータ装置
とを具備した曲げ加工センタに関する。
この形式の曲げ加工センタは当該技術分野の現状から見て公知である。これらの曲げ加工
センタ問題点はまず初めに、曲げ加工センタに供給された金属シート材部分を例えば停止
手段を用いて正確に位置決めする必要があり、金属シート材部分が正確に位置決めされて
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初めてマニピュレータ装置は金属シート材部分を取り扱うことができ、それにより正確な
位置から始まって、金属シート材部分が曲げ加工ユニットの正確な挿入位置に移動される
。
このような正確な挿入位置に移動させるようにすると、時間がかかり、特に自動供給の場
合に一方では位置決めするのにかなりの時間を必要とし、他方では結果として金属シート
材部分を除去せしめあるいは損傷せしめるエラーが生じる。
したがって、本発明の目的は一般的な形式の曲げ加工センタを改良して金属シート材部分
の取り扱いにおいてエラーをできるだけなくし、充填時間をできるだけ短くすることにあ
る。
この目的は本発明によれば、冒頭で述べた形式の曲げ加工センタにおいて、充填装置が曲
げ加工ユニットへの定められた挿入位置に対する金属シート材部分の位置を判別するセン
サと、金属シート材部分を取り扱うマニピュレータ装置を制御するための制御装置とを有
し、制御装置はセンサにより判別された金属シート材部の位置に基づき第１の方向および
第２の方向への移動と、回転軸回りの回転とについてマニピュレータ装置を制御してマニ
ピュレータ装置が金属シート材部分を、正確に定められた挿入位置において曲げ加工ユニ
ットに挿入するようにした曲げ加工センタによって達成される。
本発明による解決策の利点は、マニピュレータ装置が、従来のように金属シート材部分を
曲げ加工ユニットに挿入するのではなく、しかし、同時に、大まかな位置決めに次いで、
送りテーブルの領域において金属シート材部分を正確に位置決めするようもっぱら作用す
ることにある。ここで、センサによる金属シート材部分の位置の判別はこの正確な位置決
めに先立って行われる。
これは充填時間をかなり短縮することができることを意味し、というのはマニピュレータ
装置が金属シート材部分を取り扱うのに先立って時間のかかる金属シート材部分の正確な
位置決めが行われないからである。
さらに、初期位置決めエラーの場合にマニピュレータ装置による金属シート材部分の取り
扱いにエラーが生ずるのが阻止される。何故ならば、マニピュレータ装置は金属シート材
部分の正確な初期位置から手順を開始せず、しかしながらあらゆる場合において金属シー
ト材部分の位置をセンサにより判別し、次いで正確な挿入位置に到達するようにマニピュ
レータ装置が取り扱うことにより金属シート材部分の位置が修正される。
原則、１つまたは複数のセンサを配置してマニピュレータ装置が金属シート材部分を、セ
ンサを通過するよう移動させるときに、これらセンサにより金属シート材部分の測定を行
うようにすることもできる。しかしながら、算出時間のために、マニピュレータ装置が金
属シート材部分を取り扱うのに先立って制御装置が金属シート材部分の位置を確認するの
が有利である。この場合の利点は搬送座標の算出によるあらゆる遅れが必要でなくなり、
しかしながら取り扱いが開始されるのに先立ってこれら搬送座標を利用することができる
。
金属シート材部分の位置をできるだけ少数のセンサにより判別可能にするために、好まし
くはセンサを第１および第２の方向に移動可能にして第１の方向における金属シート材部
分の位置を確認できるようにするだけでなく第２の方向における金属シート材部分の位置
、およびセンサに対する金属シート材部分の回転方向における金属シート材部分の位置も
確認できるようにするのが好ましい。
この目的ため、原則、センサを移動せしめる別の装置を設けることができる。しかしなが
ら、センサをマニピュレータ装置上に配置してマニピュレータ装置より少なくとも一方向
に移動可能にすると、特に有利である。この方向に関するセンサの位置制御される軸方向
移動を省略することができ、この方向に関するマニピュレータ装置の軸方向移動はあらゆ
る場合に生ずるが、このマニピュレータ装置の軸方向移動を利用することができる。
金属シート材部分は通常、曲げ加工ユニットに複数の位置において挿入されなければなら
ないので、好ましくはマニピュレータ装置に、送りテーブル上の金属シート材部分を把持
してこの金属シート材部分を第１の方向に移動させる第１マニピュレータと、金属シート
材部分が第１の方向の移動した後に金属シート材部分を引き継いで第２の方向に移動させ
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ると共に、回転軸回りに回転させる第２マニピュレータとが設けられる。金属シート材部
分の取り扱い機能を第１マニピュレータと第２マニピュレータとに分割した結果、同時に
両方が動作することができ、例えば第１マニピュレータが金属シート材部分の方向に移動
し、このとき第２マニピュレータは先に供給された金属シート材部分を異なる挿入位置に
おいて曲げ加工ユニットに挿入する。
原則、第１マニピュレータは金属シート材部分をどのように把持してもよい。しかしなが
ら、第１マニピュレータが概ね第１の方向に延びる長手方向側部において金属シート材部
分を把持するようにすると特に有利であることが判明している。何故ならば、中央領域に
おいて金属シート材部分を把持して回転軸回りに適当に回転させるようになっている第２
マニピュレータまで金属シート材部分を移動させるのが特に容易になるからである。
個々の実施態様に関する上記説明では、センサの配置について何ら詳細に述べられていな
い。例えば、好ましい一実施態様においてセンサは金属シート材部分のセンサに対面する
一縁部領域の複数の位置を検出するようにされ、複数の縁部領域を検出せしめられず、し
かしながら一縁部領域の複数の位置から金属シート材部分の位置を完全に判別することが
できる。
センサを第１マニピュレータ上に配置してこの第１マニピュレータより第１の方向に移動
可能にすると、特に好ましい。この解決策は第１マニピュレータの移動時に、さらに、第
２マニピュレータの場合よりもセンサに必要な移動時に、概ね長い時間にわたって考慮す
ることができる限り好ましい。何故ならば、第２マニピュレータ金属シート材部分を様々
な位置において曲げ加工ユニットに供給しなければならず、これに対し第１マニピュレー
タは金属シート材部分を送りテーブルから第２マニピュレータの作動領域内に一度だけ移
動させるのみであるからである。
この解決策によれば、第１の方向におけるセンサの可動性が達成され、しかしながら第２
の方向への移動は達成されない。このため、センサが第２の方向に移動可能であるように
センサを第１マニピュレータ上に保持さるのが好ましい。この追加の可動性により、セン
サが互いに直角をなす二方向に移動可能となり、したがって金属シート材部分の位置を完
全に検出することができる。
この目的のために、第２の方向におけるセンサの位置を制御装置により制御可能にして第
１の方向を横切る方向すなわち第２の方向にセンサが移動する第１の方向の位置を検出可
能にするのが好ましい。制御装置はしたがって金属シート材部分の特定の位置に近づき、
かつセンサによりこれら位置を測定してこれらの測定結果から金属シート材部分の位置が
判別されるように位置する。なお、金属シート材部分の形状は制御装置に入力されている
。
上記説明では、第１マニピュレータ上におけるセンサの配置について何ら詳細に述べられ
ていない。送りテーブルに対面する第１マニピュレータの側部上にセンサを配置すると、
特に好ましい。何故ならば、第１マニピュレータが金属シート材部分を把持すべく送りテ
ーブルに向け移動する間、マニピュレータ装置が金属シート材部分を把持する位置に位置
する前にセンサが金属シート材部分上を移動可能となるからである。この場合、これは次
のことを意味する。すなわち、センサがマニピュレータ装置よりも前に配置され、あらゆ
る場合において必要なマニピュレータ装置の送りテーブルへの移動を、第１の方向へのセ
ンサの必要な移動を得るのに用いることができ、同時に第１のセンサにより行われる測定
が第１マニピュレータの移動に用いられる期間と干渉しない。
個々の実施態様に関する上記説明では、センサの構成について何ら詳細に述べられていな
い。例えば、センサにより金属シート材部分のマークを認識し、この認識されたマークに
基づいて金属シート材部分の位置を検出するのが好ましい。しかしながら、センサを、金
属シート材部分の縁部を検出するセンサから形成すると、特に好ましい。何故ならば、こ
の場合、金属シート材部分にすでに形成されている縁部を金属シート材部分の位置を判別
するために用いることができるので、マークの別個の付与が不必要であるからである。
特に好ましい解決策では、金属シート材部分の形状に関するデータに基づきセンサを制御
装置により位置決め可能にしてセンサが金属シート材部分の切り込みの縁部を検出するよ
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うにしている。この解決策の大きな利点は金属シート材部分に高精度で設けられた切り込
みが曲げ加工ユニットへの金属シート材部分の挿入位置のための基準点を正確に表してい
るということである。
個々の実施態様に関する上記説明の範囲において、センサ自体の構成について何ら詳細に
述べられていない。例えば有利な一実施態様では、センサがフォーク状部材内に配置され
た光遮断式センサから形成され、縁部を検出する間、金属シート材部分がフォーク状部材
と係合するようにされる。このため、縁部位置を特に簡単にかつ正確に検出することがで
きる。何故ならば、フォーク状部材により、金属シート材部分上方および下方にできるだ
け小さな距離を隔てて光遮断式センサの発信要素および受信要素を位置決めすることがで
きるからである。
さらに、上述の目的は本発明によれば、金属シート材部分を曲げ加工センタの曲げ加工ユ
ニットに導入する方法であって、送りテーブル上において金属シート材部分がマニピュレ
ータ装置により把持されて第１の方向と、この第１の方向を横切って延びる第２の方向と
に移動され、回転軸回りの複数の回転位置において曲げ加工ユニットに挿入されるように
なっており、この回転軸が第１および第２の方向により画定される平面に対し直角に延び
ている方法において、曲げ加工ユニットへの定められた挿入位置に対する金属シート材部
分の相対位置をセンサにより検出し、金属シート材部分を取り扱うマニピュレータ装置に
、測定された位置座標に基づき第１および第２の方向に移動させると共に回転軸回りに回
転させて金属シート材部分が定められた挿入位置において曲げ加工ユニットに供給される
ようにした方法により達成される。
本発明による方法の利点は同様に以下の通りである。すなわち、大まかな位置決めから始
まって、あらゆる場合において必要な金属シート材部分の曲げ加工ユニットへの挿入のた
めの取り扱いが、金属シート材部分を正確に位置決めするのと同時に用いられ、それによ
り従来技術によりあらかじめ行なわれる正確な位置決めを省略することができ、金属シー
ト材部分を確実に取り扱いつつ充填時間をかなり短縮することができる。
上記説明では、金属シート材部分の位置座標の測定位置について何ら詳細に述べられてい
ない。原則、第１の方向における金属シート材部分の移動が終了するのに先立って第１の
方向における金属シート材部分の位置座標の測定が終了するようにし、それによりこの移
動時に金属シート材部分の位置を考慮して修正できるようにすれば十分である。
さらに、第２の方向における位置座標の修正がこの方向における移動により行われ、同時
に第２の方向に対するあらゆる回転が修正されるので、第２の方向における移動が終了す
るのに先立って第２の方向における金属シート材部分の測定と、第２の方向に対する回転
動作の測定とが終了するようにすれば十分である。
しかしながら、特に好ましい解決策によれば、送りテーブルの領域において位置座標の判
別が行われる。
これに関し、マニピュレータによる取り扱いに先立って金属シート材部分の位置を測定す
るようにすると特に好ましい。何故ならば、算出時間を、マニピュレータの制御パラメー
タを画定するのに用いることができ、マニピュレータによる移動がマニピュレータの位置
の測定と必要な算出時間とにより阻害されないからである。
位置座標の測定時にセンサが金属シート材部分に対し移動されるときに位置座標の測定が
行われるようにし、それにより金属シート材部分の位置座標を、金属シート材部分を移動
させることなく簡単な方法でもって測定するすると特に好ましい。
センサを様々な方法により移動させることができる。例えば、センサのために設けられた
駆動装置により行うことができる。特に有利な解決策によれば、位置座標を測定する間、
センサはマニピュレータ装置により少なくとも一方向に移動され、それにより同時にマニ
ピュレータ装置の数値制御された移動をセンサの移動のために用いることができる。
本発明による解決策の変更例では、第１の方向におけるセンサの位置をマニピュレータ装
置に位置から判別してあらゆる場合において必要なマニピュレータ装置の移動のための位
置判別を、同時にセンサの位置判別のために用いることができるようにすると特に有利で
ある。
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さらに、マニピュレータ装置によりセンサが一方向に移動されるこのような有利な実施態
様において、センサが自動制御されて第２の方向に移動され、この追加の移動時にマニピ
ュレータ装置の残りの動作に影響を与えないようにされる。
充填時間をできるだけ短くするために、金属シート材部分を第１マニピュレータにより送
りテーブルから第１の方向に遠ざけ、第２マニピュレータにより第２の方向に移動させて
回転軸回りに回転させるようにすると、特に有利である。このように金属シート材部分の
取り扱いを分割するのは好ましく、何故ならば、曲げ加工ユニットへの金属シート材部分
の挿入は通常、複数の工程を必要とし、このため時間がかかり、第１マニピュレータによ
り把持されるべき金属シート材部分のためにこの時間を用いることができる。
同時に、第１マニピュレータをセンサを第１の方向に移動させるのに用い、センサの一部
は好ましくは第１マニピュレータに対し移動可能であり、さらに、第２の方向に制御され
つつ移動可能である。
上記説明では、位置座標の測定について何ら詳細に述べられていない。例えば、有利な解
決策によれば、位置座標の測定は金属シート材部分の縁部位置を測定することにより行わ
れ、好ましくは金属シート材部分の切り込みが検出される。何故ならば、これらの切り込
みは定められた位置において金属シート材部分に形成され、このため金属シート材部分の
位置座標を、特に曲げ加工センタにおける金属シート材部分の曲げ加工に関して、正確に
検出することができる。
本発明のさらなる特徴および利点は一実施態様を表す以下の記載および添付図面により明
らかにされる。
添付図面において、
図１は本発明の曲げ加工センタの斜視図、
図２は図１の矢印Ａの方向からみた曲げ加工センタの平面図、
図３は図２の線３－３に沿ってみた断面図、
図４は図２の線４－４に沿ってみた断面図である。
図１に示される本発明の曲げ加工センタの実施態様は全体が１０でもって示される曲げ加
工ユニットと、全体が１２でもって示される充填装置とを具備する。図２から明らかなよ
うに、この充填装置１２は曲げ加工ユニット１０、特に鎖線で示される曲げ加工縁部１６
により代表される曲げ加工装置に金属シート材部分１４を挿入位置において供給すること
ができ、この挿入位置は例えば金属シート材部分１４の縁部領域１８ａ－１８ｄが金属シ
ート材部分１４の形状により定まる所定の曲げ加工線２０ａ－２０ｄに沿って折り曲げ加
工されるように画定される。したがって、金属シート材部分１４の挿入位置は例えば、金
属シート材部分１４のすべての曲げ加工線２０ａ－２０ｄが曲げ加工ユニット１０の曲げ
加工縁部１６に正確に合致して位置するように画定される。
この目的のために本発明の充填装置１２は送りテーブル２２を具備し、この送りテーブル
２２上に、手作業または追加の送り装置により金属シート材部分１４を置くことができる
。この場合、全体が３０でもって示されるマニピュレータ装置の把持領域において金属シ
ート材部分１４の大まかな位置決めを行うのが好ましい。
このマニピュレータ装置３０は第１マニピュレータ３２を具備し、この第１マニピュレー
タは図１および図２に示されるようにＸ方向に、金属シート材部分１４を送りテーブル２
２から第２マニピュレータ３６の作動領域３４内に移動せしめるよう作動する。第２マニ
ピュレータ３６は金属シート材部分１４を把持した後にＹ方向に移動せしめ、Ｘ方向とＹ
方向とにより画定される平面に対し直角をなす回転軸Ｄ回りに金属シート材部分１４を回
転せしめる。このとき、金属シート材部分１４はＸ方向とＹ方向により画定される平面内
に拡がっている。なお、Ｙ方向は好ましくはＸ方向に対し直角をなして延びる。
第１および第２マニピュレータは共に、全体が３８でもって示される制御装置により制御
されるが、この制御装置３８内には金属シート材部分１４および曲げ加工線２０ａ－２０
ｂの形状と、曲げ加工ユニット１０の曲げ加工縁部１６の座標とが記憶されている。
図３に示されるように、第１マニピュレータ３２はマニピュレータキャリッジ４２を具備
し、このマニピュレータキャリッジ４２はＸ方向にかつ互いに平行に延びる２つの直線案
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内手段４４，４６により案内され、例えばねじ山付きスピンドル４８によりＸ方向に沿っ
て位置決めされる。このスピンドル４８は制御装置３８による数値制御でもってスピンド
ル駆動装置５０により駆動される。
直線案内手段４４，４６はマニピュレータキャリッジ４２と共に充填装置１２の長手方向
に延びる側部５２に配置され、したがって送りテーブル２２に沿って移動することができ
る。
マニピュレータキャリッジ４２はその送りテーブル２２に面する側に、複数の把持トング
５４ａ－５４ｃを有し、これら把持トング５４ａ－５４ｃは金属シート材部分１４を、マ
ニピュレータキャリッジ４２に対面しかつ概ねＸ方向に延びる縁部領域５６において把持
することができる。
金属シート材部分１４は基本的に送りテーブル２２の表面５８上に配置されており、しか
しながらこの表面５８は金属シート材部分１４の縁部領域５６までは延びていない。むし
ろ、縁部領域５６はブラシ６０の領域により支持されており、このため把持トング５４ａ
－５４ｃは妨害されることなくアクセスすることができる。
第２マニピュレータの作動範囲３４と逆方向を向きかつ送りテーブル２２に面する第１マ
ニピュレータ３２のマニピュレータキャリッジ４２の端部には発信要素６２と受信要素６
４とを具備したセンサ６６が支持されており、このセンサ６６は例えば遮光の原理に基づ
いて作動する。発信要素６２は全体が７２でもって示されるフォーク状センサ部材の第１
フィンガ６８上に支持され、受信要素６４はこのセンサ部材７２の第２フィンガ７０上に
支持される。このセンサ部材７２の一部はマニピュレータキャリッジ４２上に配置された
直線案内手段７４上に支持されてこの直線案内手段７４によりＹ方向に対し平行に延びる
Ｔ方向に移動することができる。センサ部材７２の位置決めはねじ山付きスピンドル７６
とそれに付設されたスピンドル駆動装置７８とにより行なわれる。このスピンドル駆動装
置７８は制御装置３８により制御されてＴ方向におけるセンサ６６の位置決めを数値制御
する。
フォーク状センサ部材７２が金属シート材部分１４に向けてＴ方向に移動するときに、第
２フィンガ７０が金属シート材部分１４の上面上を延びると共に、第１フィンガ６８が金
属シート材部分１４の下面下を延びてセンサ６６により縁部領域５６の縁部位置が検出さ
れるように、センサ部材７２が配置される。
好ましくは、縁部位置は図２に示されるように、予め金属シート材部分１４に形成された
切欠き８０ｂ，８０ｃの領域において検出される。この場合、第１マニピュレータ３２お
よび第２マニピュレータ３６に面する切欠き８０ｃではＹ方向を横切って延びる縁部８２
とＸ方向を横切って延びる縁部８４とが検出され、第１マニピュレータ３２に面する切欠
き８０ｂの領域ではＹ方向を横切って延びる縁部８６のみが検出される。切欠き８０ｂお
よび８０ｃを検出することによって、曲げ加工ユニット１０への金属シート材部分挿入位
置に対する金属シート材部分１４の位置を正確に検出することができる。何故ならば、切
欠き８０ａ－８０ｄが互いに他の配置に応じた所定の配置で金属シート材部分１４に形成
されており、一方、切欠き８０ａ－８０ｄは金属シート材部分１４に所望の曲げ加工線２
０ａ－２０ｄを正確に画定するからである。
挿入位置、特に曲げ加工ユニット１０の曲げ加工縁部１６に対する金属シート材部分１４
の縁部８２，８４，８６の位置を介して、送りテーブル２２上の金属シート材部分１４の
位置を正確に判別することができ、特にＸ方向距離を制御装置３８のために正確に判別す
ることができる。このＸ方向距離は、第２マニピュレータ３６が金属シート材部分１４を
特定位置で把持するのを確保するために第１マニピュレータ３２が金属シート材部分１４
を第１マニピュレータ３２の方向に移動せしめなければならない距離であり、この特定位
置では回転軸Ｄに対する曲げ加工線２０ｂ，２０ｄの相対位置が正確に特定される。金属
シート材部分１４を第１マニピュレータ３２によりＸ方向に移動させるようにすると、送
りテーブル２２上におけるＸ方向に関する金属シート材部分１４の大まかな位置決めがＸ
方向に関し正確な位置に修正される。
図４に示されるように、第２マニピュレータ３６はＹ方向に互いに平行に延びる２つの直
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線案内手段、すなわち上方直線案内手段９０と下方直線案内手段９２とを具備する。ここ
で、上方直線案内手段９０上の上方案内キャリッジ９４と、下方直線案内手段９２上の下
方案内キャリッジ９６とは互いに同期して案内され、互いに相対して配置される。この目
的のために、各案内キャリッジはそれぞれ対応するねじ山付きスピンドル９８，１００を
介してＹ方向に位置決めすることができる。これら２つのねじ山付きスピンドル９８，１
００は共通のスピンドル駆動装置１０２により駆動され、それによりガイドキャリッジ９
４，９６のＹ方向の移動が数値制御された軸の形で行なわれる。
２つのガイドキャリッジ９４，９６は処理されるべき金属シート材部分１４の移動平面１
０４の両側に配置される。ここで、金属シート材部分１４を把持するために、吊り鐘状把
持部材１０６が上方案内キャリッジ９４上に配置され、この把持部材１０６はコッキング
シリンダ１１０によって移動平面１０４に対し直角の方向１０８に移動可能となっている
。下方案内キャリッジ９６上には板状把持部材１１２が設けられ、この把持部材１１２は
板状表面１１４を有して概ね移動平面１０４内を延び、下側部分１１６上に金属シート材
部分１４を支持する位置に位置する。同時に、吊り鐘状把持部材１０６がコッキングシリ
ンダ１１０により金属シート材部分１４の上面１１８に押し付けられると、金属シート材
部分１４が板状把持部材１１２と吊り鐘状把持部材１０６間に挟持される。
吊り鐘状把持部材１０６および板状把持部材１１２の代わりに、幅の狭い矩形ストリップ
を用いることもできる。
板状把持部材１１２および吊り鐘状把持部材１０６はそれぞれ対応する案内キャリッジ９
６，９４上に、共通の回転軸Ｄ回りに回転可能に取付けられている。この場合、板状把持
部材１１２は回転駆動装置１２０により回転される。この回転駆動装置１２０は制御装置
３８により数値制御が可能であり、回転軸Ｄは数値制御される回転軸を表している。
さらに図４に示されるように、曲げ加工ユニット１０は下部ビーム１２２と、下部ビーム
に対し可動の上部ビーム１２４と、曲げ加工線２０ａ－２０ｄの外側に位置する金属シー
ト材部分１４の例えば縁部領域１８ｂを折り曲げるために枢軸１２８回りに回転可能な曲
げ加工ビーム１２６とを備えた一般的な曲げ加工装置を具備する。この場合、曲げ加工ユ
ニット１０の曲げ加工縁部１６は下部ビーム１２２および上部ビーム１２４の挟持工具に
よって定められる。
上述したように、第２のマニピュレータ３６の作動領域３４内においてＸ方向に関し第１
マニピュレータ３２により正確に位置決めされた金属シート材部分１４は第２マニピュレ
ータ３６すなわち板状把持部材１１２と吊り鐘状把持部材１０６とにより把持されてしっ
かりと挟持される。これら２つの把持部材のＹ方向の移動が数値制御により制御されるの
で、同時にＹ方向に関し金属シート材部分１４が曲げ加工線１６に対して正確に位置決め
されうる。また、曲げ加工ユニット１０の曲げ加工縁部１６に対する金属シート材部分１
４の曲げ加工線２０の生じうる捩れが同時に修正されて金属シート材部分１４が特定の曲
げ加工線２０において曲げ加工ユニット１０の曲げ加工縁部１６に正確に位置決めされう
る。
上述したように、金属シート材部分１４の位置座標は送りテーブル２２上の金属シート材
部分の停止位置において確認される。ここで、Ｘ方向を横切って延びる縁部８４の位置で
は、金属シート材部分１４が第１マニピュレータ３２から第２マニピュレータ３６まで移
動せしめられる距離が正確に確認される。同時に、後に金属シート材部分１４が第２マニ
ピュレータ３６により曲げ加工ユニットの方向に移動されるべき距離が一方ではＹ方向を
横切って延びる２つの縁部８２，８６の位置により確認され、同時にＸ方向およびＹ方向
に関する金属シート材部分１４の捩れの度合いが確認され、金属シート材部分１４が第２
マニピュレータ３６に把持されたときに金属シート材部分１４を回転軸Ｄ回りに回転せし
めることによりこの捩れが修正される。
したがって、図４に示されるように、縁部１３０を折り曲げるべくマニピュレータ３２，
３６が金属シート材部分１４を送りテーブル２２から曲げ加工ユニット１０に移動する間
に、まず初めに例えば曲げ加工線２０ａが曲げ加工縁部１６と正確に一致せしめられる。
次いで、第２マニピュレータ３６はただ単に、制御装置３８に入力された形状に応じて金
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属シート材部分１４を回転させることによって残りの曲げ加工線２０ｂ－２０ｄを曲げ加
工ユニットの曲げ加工縁部と１６一致せしめ、それにより曲げ加工作用が行われる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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